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【手続補正書】
【提出日】平成25年9月20日(2013.9.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を登録するための方法であって、
　前記方法は、
　画像の座標系を定義する撮像システム内の患者の身体の一部の少なくとも１つの画像を
得る工程と、
　画像中で視認できるように、患者の一部上の位置に、または、患者の一部に隣接する位
置に、画像で視認できる位置決めマーカーを置く工程と、
　患者の一部に隣接する１以上の要素に関連する位置情報を提供するために、位置座標系
を定義する画像誘導システム内の前記１以上の要素の一連の位置画像を得る工程と、
　位置画像中で視認できるように、患者の一部上のまたは患者の一部に隣接するそれぞれ
の位置に、位置画像中で視認できる少なくとも１つの誘導システム位置決めマーカーを置
く工程を備え、
　画像で視認できる位置決めマーカーは、画像誘導システム中の前記少なくとも１つの誘
導システム位置決めマーカーに対して予め決められた既存の位置に配され、
　前記方法は、さらに、
　画像で視認できる位置決めマーカーと、前記少なくとも１つの誘導システム位置決めマ
ーカーの相対的な位置に関連するデータを用いることによって、画像座標系と位置画像座
標系との間の自動登録を提供する工程を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　画像で視認できる位置決めマーカーと、前記少なくとも１つの誘導システム位置決めマ
ーカーは、互いから独立した別のマーカーであり、共通の登録要素上に置かれることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　共通の登録要素は、撮像と位置撮像の間に適所に留まることができるように、患者の一
部の真下に配されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
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　登録要素マーカーは、患者の一方の側で上向きになるように共通の登録要素に配される
ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　共通の登録要素は、画像で視認できる材料を含む穿孔のパターンで、画像では視認でき
ないプラスチック材料から作られることを特徴とする請求項２乃至４のいずれか１つに記
載の方法。
【請求項６】
　共通の登録要素は頭部固定装置に取り付けられることを特徴とする請求項２乃至５のい
ずれか１つに記載の方法。
【請求項７】
　共通の登録要素は、患者を頭部固定装置にピンで固定した後に適所に移動することがで
きるように並べられることを特徴とする請求項２乃至６のいずれか１つに記載の方法。
【請求項８】
　画像で視認できる位置決めマーカーは、不規則な配列で並べられることを特徴とする請
求項１乃至７のいずれか１つに記載の方法。
【請求項９】
　不規則な配列は、共通の取り付け具の一部だけがＭＲ画像で視認できる場合に、共通の
登録要素に対する配列の位置付けを可能にするように並べられ、
　不規則な配列は、複数の共通の登録要素の異なる要素によって異なり、測定は配列を分
析することによって異なる取り付け具に関してなされることを特徴とする請求項８に記載
の方法。
【請求項１０】
　視認できる位置決めマーカーを有する別の固定された基準部が設けられ、その位置は画
像誘導システムで測定可能であり、
　マーカーに対する基準部の位置が画像誘導システムによって測定された後に、別の固定
された基準部は、マーカーではなく画像誘導システムに使用され、および、
　別の固定された基準部は、患者が手術のためにドレープされる際、晒されたままである
ことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１１】
　ＭＲ撮像は新しいＭＲ画像を得るために手術中に実行され、誘導画像を含む新しいＭＲ
画像の登録は、得られる各々のＭＲ画像セットに関して、自動的に、つまり、手動的な介
入を含むことなく行われることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１つに記載の方
法。
【請求項１２】
　画像システムはＲＦコイルを含むＭＲシステムであり、
　ＲＦコイルは屈曲するように配され、
　共通の登録要素は屈曲コイルに取り付けられる複数の平面パネルを含んでいることを特
徴とする請求項１乃至１１のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１３】
　画像で視認できる位置決めマーカーは、患者の一部の解剖学的画像を生成するために使
用される１つ以上の解剖学的スキャンから、どのスキャンが離されているかだけを探すた
めに用いられる少なくとも１つの別のマーカー検出スキャンを行うことによって、患者の
一部の画像中に配されることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１つに記載の方法
。
【請求項１４】
　画像はＭＲ撮像によって得られ、
　別のマーカー検出スキャンは、別のＭＲコイルをスキャンのために使用することによっ
て実行されることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　該システムは、撮像システムにおいて、および、追跡システムによって各々検知可能な
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、患者に取り付けられるように配された多くの取り付け可能な基準マーカーを使用し、
　患者の一部は撮像中に固定されないままであるが、取り付け可能な基準マーカーは、ス
キャンの時間と、患者がピンで固定される時間との間に適所で維持されることを特徴とす
る請求項１乃至１４のいずれか１つに記載の方法。
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